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国
家
財
政
の
運
営
が
厳
し
い
状
況
に
あ
る
中
、
国
家
公
務
員
総
人
件
費
の
縮
減
を
図
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
国
の
行
政
の

簡
素
化
や
地
方
へ
の
権
限
の
移
譲
、
民
間
へ
の
業
務
の
移
管
等
の
面
か
ら
も
、
縮
減
が
図
ら
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

し
か
る
に
政
府
は
、
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
四
年
間
と
い
う
期
限
を
切
っ
て
国
家
公
務
員
総
人
件
費
を
二
割
削
減
す
る
目
標

を
打
ち
出
し
て
お
り
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
ま
で
の
二
年
間
で
の
達
成
度
か
ら
す
る
と
目
標
達
成
は
よ
り
難
し
い
も
の
と

な
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
る
。
も
と
よ
り
、
不
断
の
改
革
の
取
り
組
み
は
重
要
で
あ
り
、
具
体
的
な
目
標
を
持
つ
こ
と
も
必
要

で
あ
る
が
、
目
標
達
成
の
た
め
の
具
体
的
な
工
程
を
描
か
ず
、
ま
し
て
や
節
減
で
生
み
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
財
源
を
予
め
他
の

施
策
に
充
て
よ
う
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
総
人
件
費
二
割
削
減
の
進
捗
に
つ
い

て
、
以
下
三
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
三
年
度
予
算
で
は
、
国
家
公
務
員
全
体
で
二
千
四
百
八
十
人
（
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
純
減
で
あ
り
、
先
の

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
給
与
の
引
き
下
げ
が
平
均
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
人
件
費
は
五
兆
千
六
百
五
億

円
で
百
九
十
億
円
（
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
減
少
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
主
な
増
加
要
因
で
あ
る
退
職
手
当
及
び

基
礎
年
金
国
家
公
務
員
共
済
組
合
負
担
金
に
つ
い
て
、
対
前
年
度
と
比
べ
た
増
額
分
を
伺
う
。

一



二

平
成
二
十
三
年
度
を
平
成
二
十
一
年
度
と
比
較
し
た
場
合
の
、
国
家
公
務
員
の
定
員
の
減
員
数
及
び
減
員
率
、
並
び
に
国

家
公
務
員
の
人
件
費
の
減
少
額
及
び
減
額
率
を
伺
う
。
ま
た
、
こ
の
数
値
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
社
会
保
険
庁
改

革
に
よ
る
移
行
減
の
平
年
度
化
の
影
響
及
び
国
立
高
度
医
療
セ
ン
タ
ー
の
独
立
行
政
法
人
化
に
よ
る
影
響
を
除
い
た
数
値
を

伺
う
。

三

平
成
二
十
五
年
度
ま
で
、
予
算
年
度
と
し
て
は
後
二
年
間
し
か
無
い
中
、
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
本
会

議
に
お
い
て
、
菅
総
理
か
ら
、
総
人
件
費
二
割
削
減
に
つ
い
て
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
に
目
途
を
付
け
た
い
と
の
趣
旨
の
答

弁
が
あ
っ
た
。
「
目
途
を
付
け
る
」
と
は
、
必
ず
し
も
二
割
削
減
を
達
成
し
き
る
の
で
は
な
く
、
達
成
へ
の
道
筋
を
付
け
れ

ば
良
い
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
る
よ
う
に
思
う
が
、
「
四
年
間
で
二
割
」
と
い
う
目
標
を
引
き
続
き
堅
持
す
る
の
か
、
達
成

へ
の
道
筋
を
付
け
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
か
。
ま
た
、
一
で
伺
っ
た
増
加
要
因
が
あ
る
中
で
、
国
家
公
務
員
総
人
件
費
の
二

割
削
減
は
困
難
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
目
標
達
成
の
た
め
の
方
策
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


